
- 13 -

問10 過量な内容の消費者契約に当たることについての事業者の認識

を消費者が立証することは困難ではないのですか。 

（答） 

１．１人の消費者に対し、事業者が次々と必要のない商品等を販売した事

例（いわゆる次々販売）では、事業者は、消費者と繰り返しやり取りを

して、結果的に当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるよ

うな契約の締結について勧誘をしている以上、その過程において、当該

消費者の生活の状況等について、当該事業者が何も知らないというこ

とは、通常はないと考えられます。このため、次々販売の事例であると

いうこと自体から、事業者の認識は一定程度、推認されるものと考えら

れます（注１）。 

（注１）また、家族や知人が過量な内容の消費者契約の締結に気付き、事業者に対して、これ

以上の取引をしないように申し出る場合があります。このような場合には、事業者は遅く

とも申出がなされた時点において、過量な内容の消費者契約であることを認識するに至っ

たと考えられることから、家族や知人の証言等も有効な立証手段となります。 

２．また、同じ事業者による同様の被害が他でも発生しているという情報、

具体的には、当該事業者が、捜査機関によって摘発を受けたという情報、

行政処分を受けたという情報、PIO-NET において同種の苦情が寄せられ

ているという情報（注２）等も間接的ではありますが、立証手段の一つと

なると考えられます。 

（注２）PIO-NET（全国消費生活情報ネットワークシステム）は、国民生活センターと全国の消

費生活センターをネットワークで結び、消費者から消費生活センターに寄せられる消費生

活に関する苦情相談情報（消費生活相談情報）の収集を行っているシステムです（昭和 59

年運用開始）。 




